
はじめに

2016年10月、キリバス、ツバル、マーシャル諸島、およびニュージーランドの自治領トケ

ラウの首脳が会合し、気候変動に関する行動を促す「フナフチ宣言」を発表した。この宣言

のなかで首脳たちは、世界中の人々がすでに気候変動のために住処を失いつつあることを認

め、このような「気候変動避難民（people displaced by climate change）」を保護するための「法

制度（a legal regime）」の発展を呼びかけ、気候変動による避難民を保護するための国際連合

決議を推進するための協働を約束している（1）。この宣言は、気候変動の結果としての海面上

昇により太平洋の島嶼国の陸地が減少し、ひいては完全に水没する結果、住民が避難を強い

られつつあるという危機感に根差すものとみることができるだろう。

しかし、このような気候変動を原因とする避難民だけを特定的に保護する法制度の確立と

いう考え方には批判がないわけではない。たとえばJ・マクアダムは、難民条約に倣った「気

候難民条約」の提案の問題点を指摘している。それによれば、①人間の移動の主要な原因と

して、気候変動を他の要因から区別することは難しい、②他の強いられた移民に対して気候

変動避難民を優遇する十分な法的および道徳的理由がない、③個人ごとの地位の決定に基づ

く保護は、大規模避難の事例には適さない、④気候難民を定義することは、そのカテゴリー

を固定化し援助を必要とする人々を排除してしまう可能性がある、⑤そのような新合意につ

いての政治的意欲が諸国に存在しない（2）。

このうち①③は、避難の原因の本来的な複合性や、大規模避難の場合の個別決定の非現実

性による、避難の原因が気候変動であることの証明の事実上の困難を指摘するものと捉える

ことができる。

②④は、人権の観点からは、重要なのはたとえば生命の権利といった個人の権利への「損

害（harm）」からの保護であって、その損害の原因が気候変動であるか否かは問題ではないこ

とを指すものと言えるだろう（3）。

⑤については、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）体制における気候変動による避難の問

題の位置付けを参照すべきであろう。UNFCCC体制においては、気候変動避難は、気候変動

への「適応（adaptation）」または気候変動による「損失および損害（loss and damage）」の問題

として性格付けられている（4）。温室効果ガス排出削減などによる気候変動の抑制を意味する

「緩和（mitigation）」とは異なり、適応は気候変動の悪影響を予期し気候変動が引き起こす損
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害を最小化することなどを含む（5）。「損失および損害」は、適応の一部と捉える見方もある

が、「パリ協定」では、適応とは別に、「気候変動の悪影響（気象についての極端な事象および

緩やかに進行する事象を含む。）に伴う損失および損害を回避し、および最小限にし、ならび

にこれらに対処すること」として8条に盛り込まれた（6）。

適応のための措置の利益は、国際社会全体ではなく措置がとられる国家自体に生じるので、

個別国家に適応のために行動するインセンティブがあると指摘される（7）。この指摘は「損失

および損害」についても当てはまるであろう。しかしこれは、裏返して言えば、適応や「損

失および損害」への対応としての気候変動避難民についての島嶼国の措置を、他国が支援す

るインセンティブが存在しないことを意味する。適応や「損失および損害」への対応の利益

は島嶼国に生じるだけであって、他国は避難民の受け入れなどの負担だけが生じることにな

るからである。

こうして、気候変動避難民だけを特定的に保護するのではなく、人権という、より広い枠

組みでの対応が提唱される（8）。しかしこのような見解に対してはなおも、たとえば気候変動

と人間の移動の間に明瞭な因果関係を確定するのが困難であるとしても、国際法はすべての

人間移動を同様に扱ってはおらず、難民条約のように移動の理由を精査しているのであって、

気候変動避難民についてもそれに適合した革新的な法的対応を放棄すべきでないとの反論も

存在する（9）。

そこで以下では、気候変動避難民に特化した保護という考え方が、UNFCCC上どのように

評価されてきているのか概観したい。そのうえで、そのような気候変動による海面上昇およ

びその帰結としての気候変動避難民を特定的に対象とする規律が海洋法上可能であるか否か

検討したい。

1 UNFCCC体制における気候変動避難民への取り組みの展開

（1） 気候変動避難調整制度構想の挫折（10）

2015年に採択されたパリ協定の起草過程においては、「損失および損害」の問題として気

候変動避難民に対処するための仕組みとして、「気候変動避難調整制度（Climate Change Dis-

placement Coordination Facility）」を設立すべきという提案が、途上国の側からなされた。2015

年9月の交渉会合では、途上国（G77＋中国）が「気候変動避難調整制度」の設立を提案した

が、そこでは緊急援助のための仕組みの発展の支援と組織的な移住および計画的移転の提供

の支援がその任務とされた（11）。また、他の締約国が「気候変動避難調整制度」の理解を深め

るために、G77＋中国が「気候変動避難調整制度」の説明を10月の交渉会合までに提出する

とされた（12）。しかし、10月の会合において、G77＋中国が「気候変動避難調整制度」につい

て詳しい説明を行なった形跡は見当たらず、10月段階の提案は9月段階とほとんど変化して

いない（13）。

2015年11―12月のパリでのUNFCCC第21回締約国会議（COP21）第1週目のパリ協定草案

では、「気候変動により誘発される避難、移住および計画的移転に対処するための努力を援助

するため、……気候変動避難調整制度が設立されなければならない」との規定が盛り込まれ、
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協定を採択するCOP決定の草案では、①緊急援助のための仕組みの発展の支援、②組織的な

移住および計画的移転の提供の支援、が制度の任務とされていた（14）。しかし、その後の交渉

の結果、先進国の反対により、最終的に採択されたパリ協定8条には、気候変動避難につい

ての言及は一切存在しない（15）。

こうして「気候変動避難調整制度」構想は失敗したが、その理由は2つ考えられるだろう。

ひとつは先進国の反対である。これは「はじめに」で述べたように、「損失および損害」とし

ての気候変動避難民への対応は、先進国にとっては負担だけが課されることになるので、そ

のような制度の設立に同意するインセンティブはなかったと考えることができる。

もうひとつは、G77＋中国が、「気候変動避難調整制度」の概要について説明を求められた

にもかかわらず、交渉過程において説明を行なわなかったことである（16）。これは、この制度

を提案した途上国側も、その具体的な制度設計を案出することができなかったと解釈するこ

とができるだろう。「はじめに」で述べたように、気候変動避難民を特定的に保護する法制度

については、避難の原因が気候変動であることの証明の困難という実際上の問題点と、そも

そも人権の観点からは気候変動避難民を他の避難民より優遇して保護する根拠がないという

規範的な問題点があった。これらの実際的および規範的問題点に照らせば、途上国側が「気

候変動避難調整制度」の具体的内容を説明できなかったのも意外ではない。

（2） ワルシャワ国際制度避難作業部会

2013年のCOP19で設立された「ワルシャワ国際制度」は、気候変動の影響にかかわる損失

および損害に対処するための機関である（17）。上述したように「気候変動避難調整制度」をパ

リ協定に盛り込むことは失敗に終わったが、パリ協定を採択した2015年のCOP決定は、「気

候変動の有害な影響に関係する避難を回避し、最小化し、かつそれに対処するための統合ア

プローチ（integrated approaches）についての勧告を発展させるため」の作業部会の設立を、ワ

ルシャワ国際制度に要請した（18）。結果として設置された「避難作業部会（Task Force on Dis-

placement）」は、2018年に報告書を公表している（19）。

この報告書の基調は、気候変動避難民を特定的に保護する制度を追求するのではなく、人

権や人道といった一般的な枠組みのなかで気候変動避難民に対応することにあると解釈でき

る。すなわち作業部会は、突発的な事態および緩やかに進行する事態双方における避難を

「開発、人道および人権の課題」として認める（para. 20）。また、気候変動避難に関する「統

合アプローチ」は、「人間の移動（human mobility）と気候変動という、より広い文脈」で取

り組まれるものであり、災害リスク低減、人道援助・保護、人権、難民保護、脆弱な状況の

人々のニーズに対処し持続可能な開発を促進する作業といった諸分野での行動に関連してい

ると指摘されている（para. 21）。

このような一般的な枠組みのなかで気候変動避難民に対応する「統合アプローチ」が採用

されている主要な理由は、「はじめに」で挙げた①の点、すなわち避難の原因の複合性に求

められている。報告書によれば、人間の大規模な移動は「気候変動をその動因のひとつ（cli-

mate change as one of the drivers）」とするものである（para. 16）。報告書に添付されているステーク

ホルダー協議会合の記録では、「人間の移動は複数の動因によって影響されるのであり、個人
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が移動を強いられる場合に、それが気候変動のみの結果である蓋然性は低く、むしろそれは

社会的、経済的、環境的、人口的および政治的動因の結合の結果であり、『統合アプローチ』

はこの『多因性（multi-causality）』を考慮するものである」と説明されている（20）。

こうして、UNFCCC体制は、「気候変動避難調整制度」のような気候変動避難民を特定的

に保護する制度の模索から、開発や人権といった、より一般的な枠組みのなかでの対応へと

移行しつつあると考えることができる。これまでの検討が示すように、このような移行の理

由は、第1に、「損失および損害」に対処するための制度では、対処が行なわれた国に利益が

生じるだけなので、負担だけを課される他の国はそのような制度の設立に合意するインセン

ティブがない点、第2に、避難は多因性を有し、気候変動のみを原因として特定するのが実

際には困難な点、にあったということができる。

2 一般的枠組みへの包摂

それでは、気候変動避難民の問題を包摂する一般的枠組みとしては、どのようなものが考

えられるだろうか。ここでは例として移住と人権をみておきたい。

（1） 国連移住グローバルコンパクト

避難作業部会の報告書は、国家に対する勧告のひとつとして、秩序ある安全、正規かつ責

任ある移住および人の移動を容易にすることに言及している（para. 33（f））。つまり、気候変

動避難民を移住という一般的枠組みのなかで解決する方向性が示されている。

この移住の問題に関する国際的な文書としては、2018年に国連総会で採択された「安全で

秩序ある正規移住のためのグローバルコンパクト（Global Compact for Safe, Orderly and Regular

Migration）」がある（21）。このグローバルコンパクトは、法的拘束力を有さない国際協力の枠組

みであり、移民政策を決定する国家の主権的権利、人権や法の支配、持続可能な開発といっ

た指導原則を掲げる（para. 15）。気候変動もこの包括的な移住の枠組みに位置付けられてい

る。具体的には、第1に、人々が本国を去ることを強いる有害な動因および構造的要因の最

小化という目的のなかで、そのような要因のひとつとして「気候変動の悪影響」に言及して

いる（para. 18）。第2に、正規移住の方途の利用可能性および柔軟性の強化という目的に関

連して、「砂漠化、土壌劣化、干ばつおよび海面上昇のような、緩やかに進展する災害、気候

変動の悪影響および環境悪化のために、本国を去ることを強いられる移民のための解決策の

特定、発展、および強化のために協力する」ことを定めている（para. 21（d））。

国連移住グローバルコンパクトは、避難の諸要因の最小化および正規移民の機会の拡大と

いう、移住に関する一般的な文脈のなかで、気候変動避難民の問題も解決しようと試みるも

のと捉えることができるだろう。

（2） 人　権

避難作業部会の報告書は、気候変動避難の問題への対処は、「それぞれの国際人権義務に

合致した仕方でなされる必要がある」と指摘している（para. 22）。気候変動避難民を人権と

いう一般的な枠組みに位置付ける場合、実際に特に問題となるのが、そのような避難民が滞

在する国が、当該避難民を本国に送還することが許されるか否かである。一例として、国際

海面上昇による気候変動避難民と国際法の対応

国際問題 No. 693（2020年7・8月）● 41



人権規約の自由権規約人権委員会の最近の個人通報事例をみておこう。

この事件では、キリバス国民の I・ティティオタがニュージーランドで難民申請を行なっ

たが棄却されキリバスに送還されたことが、ニュージーランドによる彼の生命に対する権利

の侵害であるか否かが争われた（22）。

本件では、最終的には、ティティオタの主張に対するニュージーランド当局の評価に明白

な恣意性、誤りまたは不正はなかったとして、ティティオタの請求は退けられた（paras.

9.6–9.14）。しかし同時に委員会は、嵐や洪水のような突発的事態および海面上昇、塩害、土

壌劣化といった緩やかに進行する過程が、気候変動に関連する損害からの保護を求める人々

の越境移動を後押ししうると述べ、確固たる国内的および国際的努力がなければ、受け入れ

国における気候変動の影響が自由権規約の6条および7条の権利の侵害に個人をさらすことと

なり、それにより送還国の送還禁止（non-refoulement）義務が発動されることはあると指摘し

ている（para. 9.11）。つまり、委員会は、気候変動が生命に関する権利に対する回復不能の損

害の現実のリスクとなりえ、そのようなリスクが存在する場所に人を送還しない義務が存在

することを承認していると言える。

さらに注目すべきは、委員会が、将来海面上昇がキリバスを居住不能とする可能性はある

が、それまでの間に、国際共同体の支援を得て、キリバス政府が住民を保護し必要な場合に

は移転させる積極的措置をとることは可能であると述べ、また気候変動関連損害に対する既

存の脆弱性を低減させ強靭性を構築するための適応措置をキリバス政府が実際にとっている

というニュージーランド当局の認定を参照していることである（para. 9.12）。ここでは、他国

の支援によって適応措置が行なわれなければ避難民に対する送還禁止義務の適用という不利

益が他国に生じるという関連付けによって、島嶼国の措置への支援のインセンティブを他国

に生じさせようという考え方が示唆されているとみることができる。

3 気候変動避難民と海洋法

避難作業部会の報告書は、グローバルな政策への人間の移動と気候変動の問題の包摂の空

隙（gaps）の一例として、海洋を挙げている（para. 81）。海洋に関する国際法規制の中核をな

すのは国連海洋法条約（UNCLOS）であるが、UNCLOSが採択された1980年代初頭には、まだ

地球温暖化による気候変動の問題は国際的に注目されていなかった。したがって、UNCLOS

の諸規定の内容は、気候変動の問題を考慮していない。そこで以下では、気候変動を原因と

する問題だけを他と区別して特定的に規律することが海洋法上可能かどうか概観したい。

（1） 諸海域の限界線

「はじめに」でも述べたように、気候変動避難民について国際協力が成功しない理由のひ

とつは、避難民を引き受ける他国は負担を課されるだけで利益は生じないので、協力するイ

ンセンティブが存在しないことにあると考えることができる。

そこで、たとえば海面上昇に脅かされる島嶼国が自国民を移民として他国に受け入れても

らう引き換えに、排他的経済水域（EEZ）における漁業権を当該他国に認めるといった取り

決めであれば、他国にも協力のインセンティブが生じるのではないか、という考え方があり
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うる。しかし、UNCLOS上、原則として、海岸の低潮線が後退すればこれに対応して基線も

後退し（23）、基線の後退に応じて領海やEEZといった諸海域の外側の限界線も後退すると考え

られている（24）。したがって、気候変動による海面上昇により島嶼国の海岸線が後退すれば、

それに応じてそのEEZの範囲も縮小してしまうので、上述のような取引の余地が狭まるとい

う問題がある。

そこでさらに、領海やEEZなどの諸海域の外側の限界線を海面上昇に対して固定すること

によって、海面上昇により脅かされる潜在的な避難民の本国がEEZへの主権的権利を維持で

きれば、他国との提携が可能になるという主張がなされている（25）。実際、近年において太平

洋の島嶼国は諸海域の限界線の固定を主張している。たとえば、2019年、太平洋諸島フォー

ラム（Pacific Islands Forum）は、「1982年UNCLOSに即してフォーラム加盟国の諸海域に一度

境界線が引かれたなら、当該加盟国の諸海域は海面上昇および気候変動の結果として（as a

result of sea level rise and climate change）挑戦を受けることも減少させられることもできないことを

確保する目的での、国際法を発展させることを含む集団的な努力」を約束している（26）。

しかし、気候変動による海面上昇を対象に諸海域の限界線を固定するという規則について

仮に国家間の合意が成立したとして、それが実際に適用可能かどうかは疑わしい。というの

は、そのような規則を実際に適用するためには、海面上昇による海岸線の後退と、浸食や地

殻変動などそれ以外の原因による海岸線の後退を区別できなければならないからである。避

難の原因として気候変動を特定するのが困難なのと同様、海岸線後退の原因として気候変動

による海面上昇を特定するのも困難であろう。実際に適用可能なのは、海岸線の後退がいか

なる原因によるかにかかわりなくすべての海岸線後退に対して諸海域を固定するという、よ

り一般的な規則であるように思われる。

（2） 気候変動避難民の海上阻止

今日、移民を乗せた船舶が自国の領域に進入することを阻止するために、沿岸国の軍艦そ

の他の政府船舶が、海上でそれら船舶を押し戻すことがしばしば行なわれる（27）。UNCLOS上、

沿岸国がいかなる措置をとることができるかは、領海、接続水域、公海といった各海域によ

って異なる（28）。したがって沿岸国がそれぞれの海域でUNCLOS上許容されない措置をとれば、

それ自体国際法違反である。ここでの問題は、仮に沿岸国の措置がUNCLOS上一般的に許容

されるものであっても、気候変動避難民については例外的に当該措置を差し控え沿岸国の港

への寄港を認めるといった規則が可能か否かである。

結論から言えば、このような規則についても、「はじめに」で検討したマクアダムの指摘

が当てはまるように思われる。すなわち、①負担だけを課される沿岸国にはそのような規則

に合意するインセンティブがない、②船舶上の避難民の避難の原因が気候変動であることを

特定することは難しい、③気候変動避難民を他の理由による避難民より優遇することを規範

的に正当化する根拠がない。

したがって、気候変動避難民の海上阻止の問題についても、やはり一般的な海洋法の枠組

みのなかで対処するのが適当であると考えられる。具体的には、海上における「遭難（dis-

tress）」に関する規律の適用を考えることができる（29）。UNCLOSは、自国を旗国とする船舶の
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船長に対し、船舶、乗組員または旅客に重大な危険を及ぼさない限度において、海上におい

て生命の危険にさらされている者を発見したときは、その者に援助を与えることなどの措置

を要求することを国家に義務付けている（98条1項）（30）。また、UNCLOSには明文規定はな

いが、遭難の場合に船舶が入港する権利や、その際の沿岸国の法令違反からの免除が、国際

慣習法上認められている（31）。

さらに、遭難船舶の救援の結果、何らかの仕方で避難民が沿岸国の管轄権の下に入った場

合には、それら避難民の人権を保護する義務が沿岸国に課される。たとえば自由権規約人権

委員会は、2010年にマルタ共和国がリビアからの移民を乗せた船舶を海上で救助した後リビ

ア当局の警備艇に引き渡したとされる事例について検討している。マルタは、問題の移民は

当初乗船していた船から直接リビアの警備艇に移動したのであって、マルタの領域にもおら

ずマルタの支配下にもなかったとして事実関係を争う一方で、海上で救助された人間はマル

タの管轄権に服するものではないという原則的立場を主張した（32）。しかし人権委員会は、送

還禁止原則の侵害といった移民の不当な取り扱いの現実のリスクがあるとして、マルタが海

上で救助された人間に対する管轄権を争っていることに遺憾の意を示し、海上で救助または

阻止された移民に難民審査手続きへのアクセスが与えられるよう確保すべきであるとマルタ

に勧告している（33）。

おわりに

「気候変動避難民」を特定的に保護する法制度については、マクアダムが指摘するような

種々の難点があり、むしろ人権、移住、海洋法といった一般的な枠組みのなかで対処するこ

とが適切であると考えられる。本稿で検討したように、UNFCCC体制における議論もその方

向で展開していると捉えることができる。もちろん難点のひとつである他国のインセンティ

ブの問題については、島嶼国による適応や「損失および損害」最小化のための措置が失敗し

た場合に発生する避難民についての送還禁止義務の強調や、EEZ等の海域の固定およびその

権益の提供といった方法で、ある程度緩和できるかもしれない。しかし避難の多因性や気候

変動避難民を他の避難民に対し優遇する規範的根拠の欠如といった難点に照らせば、上記の

ような方法で生じる他国のインセンティブは、たとえば正規の移住機会の拡大といった一般

的枠組みのなかでの対処の促進に向けて利用すべきであろう。これは海洋に関する問題につ

いても同様であり、気候変動による海面上昇や避難民のみを対象とする規則は、因果関係の

特定の困難などの問題がある以上、遭難救助などの一般的な枠組みでの対処を模索すべきと

考えられる。
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